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論 文 内 容 の 要 旨

北畠親房著r神 皇正統記』の研究は、すでに室町時代にその端緒が認め られ、江戸時代以

降 もますます重視され、新井白石らのそれをは じめ、多 くの論評が生まれた。明治以降は、

その国体論に関連 して、いよいよ尊崇せられ、多数の研究者により、多方面か ら枚挙にいと

まない著書、論文が生み出された。ところが、太平洋戦争の敗戦後は、戦時中きわめて偏向

的に喧伝されたこともあって、まった く不評の書物の代表的な ものとなり、戦後30年 を超え

て もこれに関する単行書はただ一冊をみるのみという現況である。 この一冊にしても、その

収録論文の大半は戦前の著作であり、戦後発表の論文はきわめて僅少なのである。その意味

で、学界の趨勢にも鑑み、r神皇正統記論考』は、r神皇正統記』の再評価、・再構成を意図 し

た ものである。

さて、「神皇正統記論考』は、下記のごとく、序論、第一章、第二章、第.三章、第四章、終

章の六章か ら構成されている。以下、その内容 を概述する。

序章 北畠親房の前半生

一論考の前提一

第一節 北畠家

第二節 北畠親房の官途
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第三節 朝儀への参仕

第四節 改元の儀における言行

第一章 北畠親房の周辺

一吉田兼好との間一

第一節r徒 然草』 と 「神皇正統記』

第二節 兼好と親房の社会的周辺

第三節 「徒然草』と 「神皇正統記』

第二章 「神皇正統記』の著作対象

第一節 『神皇正統記』の童蒙

第二節r阿 刀本神皇正統記』をめ ぐって

第三節 「神皇正統記』の ヒトとモノ

第四節 ヒトとモノ補考

第三章 「神皇正統記』の理法

第一節 「神皇正統記』における正理

第二節r神 皇正統記』の正理の構造

第四章 「神皇正統記』における儒教 と仏教

第一節 北畠親房の儒教思想

第二節 「神皇正統記』における仏教

終 章 「神皇正統記』における末世観

一北畠親房の歴史意識一

あとがき

序章 北畠親房の前半生

一論考の前提一

「神皇正統記』の研究は、著者北畠親房(1293-1354)の それとともに、長い研究史を持

ち、多 くの先学により、一 々枚挙にいとまない業績が積み重ねられて今日に至っている。 し

か し、それらの大部分は、親房出家後、すなわち40歳以降の、建武年間から南北朝鮮にかけ

ての、いわば親房の後半生の史料的に豊かな行実を基礎 として論及されたものであり、その

前半生の行実はまった く等閑にふ した研究であったのである。 このことは、前半生の親房に

関する史料が僅少であること、なかんつくこの時期が 「大日本史料』などの未刊行部分に相

当する時期であることもあ って、触れるべく触れえない史料的制約があったことなどにもよ

るものであった。
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本章は、このことに鑑み、後半生の親房の思想 と行動、 ことにr神 皇正統記』やr職 原抄』

などの著述の背景となるべき思想の研究に資することを目的 として、とくに前半生の親房の

行実を調査すべ く、刊本及び未刊の写本等の文献的史料を可能なかぎり博捜 して、ここに摘

出または集録 した。

第一節北畠家、第二節北畠親房の官途の両節には、従前などにより指摘可能な史実を提示

してあるが、第三節親房の朝儀への参仕のところは、従来、文献的には、ほとんど指摘特定

されていない史料によるものである。 ここにみられる史実は、親房の日記などをみることの

できない今日、親房周辺の公家たちの残 した記録、文書を渉猟 した結果、明らかにしたもの

である。 ここには、13歳 の少年殿上人親房か ら、青年公卿、さらに政界の実力者へ至る親房

像が少 しくうかかがわれるとともに、詩・歌 ・管弦などの御会における親房のありようがうか

がわれて、きわめて興味深い史的事実が開展されている。

これらの朝儀についての親房関係の史料の うち、とくに彼の言行が、いわば生まの形で表

出されているのは改元の儀に関する記事である。 これ も、従前の研究史の上では、ほとんど

欠落 していたものである。 したが って、これ らの史料を、第四節にかなり詳細に集録 した。

親房が、18歳 で、参議に任 じてから、38歳 で出家するまでの間に改元は八度を数えることが

できる。 このうち、彼がこの朝儀に参仕 した事実の明らかになされるのは、五度である。 こ

の五度の改元の儀 における 「伎議定文」中の 「定詞」や改元の儀の記録を有する当代の公家

の日記、たとえばr師 賢卿記』r藤 房卿記』「継塵記』その他を通 して指摘できる親房の言行

に関する記事 を余すところな く集録 した。これ ら集録 した記事のなかで、は じめて明 らかに

な った事実はい くつもあるが、とくに次の二つの ことなどはきわめて注目すべきことと言わ

ねばならぬ。その第一は、これまで、「神皇正統記』など親房の諸著作のなかに貝出しえなか

った書物、たとえば 「春秋穀梨伝』などのような書物を親房がすでに前半生において読んで

いたであろうことを指摘できたことである。その第二には、親房の、その改元の儀における

発言の主たる内容は、ほとんど易文を駆使 した ものであったことである。 この易文の使用は

他の公卿のそれと比べてすべての点 において圧倒的であるとともに、その易文の引用書が、

「注疏』やr正 義』からではかならず しもな く、おそらく程子のr易 伝』や朱子の 「本義』

であろうことを想到せ しめるものをもっているか らである。

されば、この作業によって、親房の前半生 に身につけた学問なり、教養な りの質がうかが

われるとともに、ひいてはr神 皇正統記』の思想の再検討のひとつの視点をすえることがで

きた。
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第一章 北畠親房の周辺

一吉田兼好 との間一

序章においては、今 日知ることのできるかぎりの前半生の親房に関する史実の追求 ・摘出

を行ったが、これによって明 らかにされた史実を通 して親房の人間像をより明確にすべ く、

彼の同時代を通 して照出してみようとするのが本章の目的である。

親房の同時代の うち、その経歴などか らみて、いわば同質の意味で もっとも代表的人物は

洞院公賢であろうと思うが、ここでは、親房 とまった く異質な人物 という意味で もっとも対

称的な人物を選んだ。その人物名は吉田兼好である。すなわち、政治的人間親房 と遁世者兼

好の比較論である。 「親房 と兼好」の二人は、まったくの同時代人であるにもかかわらず、

従来、それぞれ比較の対象 とされたことはなかった。また、かれらの著 「神皇正統記 と徒然

草」 もいずれも同時代の著名な作品でありながら、従前比較に供 された論著をまったくみる

ことができないのである。それほど、この二人は異質であるわけであろう。

本章において、親房 を兼好の眼の被写体にすえ、親房像のより明確化 を目的として記述 し

た。

第 一節においては、 「徒然草』の前半、すなわち後半 とはおそらくその成立年代を異にす

るであろうとする通説を前提として、そこにうかがわれる思想傾向を、 「神皇正統記』のそ

れとの比較において、両者に思想的共通部分をみとめ、これを摘出して論述 した。

第二節においては、前節にみとめられるような兼好の思想傾向は兼好の官仕 した時代にお

そらくっちかわれたものに結果するのであろうと想定し、下級官人兼好 と親房 との社会的接

点を求めて模索 した。すなわち、親房より10歳年長の兼好は、19歳 ころから30歳 ころまでの

約12年 間官仕 した。その官職は六位蔵人であり、そして後巡爵 して左兵衛佐 に任 じたが、こ

の間の親房は9歳 から20歳までにあたり、官位は従四位上兵部権大輔から少将 ・中将そして

参議を経て従二位権中納言に昇任 している。また、兼好は、親房 と同族の堀川家の諸大夫で

あったことなど、種々の要件をふまえて、親房と兼好の間を追求す ると、両人は、きわめて

近いところにあって、おそらく両人はほぼ共通の生活空間をもっていたであろうと推察 し、

両人のあ りようから推 して、親房像の鮮明につとめてみた。

第三節は、r徒 然草』の後半部分から遁世者兼好の固有の価値観を抽出して、r神 皇正統

記』に展開される価値観を比較 して、r神 皇正統記』 と 「徒然草』の間、政治的人間親房 と

遁世者兼好の内面的距 りを総括 した。

第二章r神 皇正統記』の著作対象

親房のもっとも代表的著作は、言 うまで もな く、r神 皇正統記』であるが、延元四年、こ

れは、親房によ って、本来誰に見せようために叙述 されたものであろうか、の問題に対して
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筆者なりの解答を与えようとしたものが本章である。 この著作が本来誰のためになされたも

のであるか、については、古 くか ら種々の学説がある。それらの学説のうち、今 日もっとも

代表的とみ られるのは、(1)後村上天皇対象説、(2凍 国武士、とくに結城親朝対象説である。

「神皇正統記』か誰のために叙述されたか、の問題に対 して、その考慮の対象となり、そ

してそれな りにひとっの回答を与えて くれる史料は、 「白山本神皇正統記』をはじめとする

流布本中の 「奥書」の記事である。すなわち、この 「奥書」によると、r神 皇正統記』は「或

童蒙」に示さんために叙述されたとなっているから、問題は、この 「或童蒙」とは一体何び

とであろうか、ということであるわけである。 「或童蒙」云々の表現は、親房のいわば謙辞

であり、かな らず しも特定の人物を指示 した語句ではない、とする穏健な説があるにはある

が、このr神 皇正統記』の叙述全体の旨趣からみて、 「童蒙」とは当時11歳 の幼帝後村上天

皇をさすものとする学説が古 くか らあ り、いわば通説的位置をしめていた。しかし、従来、

この通説を採る研究者のうちにも、11歳 の幼帝 とは言え、親房がこの後村上天皇をさす表現

として 「がんせない子供」「蒙昧な子供」の意の 「童蒙」の辞句を使用することに対 して、疑

問の点な しとしない旨を抱懐する方もいないわけではなかった。この 「童蒙」=後 村上天皇

説に対 して、昭和30年 の後半に至って、 「童蒙」とは東国武士、とくに結城親朝ではないで

あろうか、とする新説が松本新八郎氏によって提出された。以来、この 「童蒙」=結 城親朝

説はかなり多 くの研究者に支持される傾向があらわれて きた。この結城親朝対象説は、親房

のおかれた当時の政治的状況か ら推論 された見解である。r神 皇正統記』の叙述対象ないし

目的に関するもっとも重要な学説は以上の二つである。

第一節においては、 これ らの学説を念頭において、まず 「童蒙」の本来的字義である易の

蒙卦の六五 ×疋辞に言及 し、 この×入の位なり、内容などの意味からいって、それが天皇、

すなわち後村上天皇に比定されることは決 して疑問とせられるべきではな く、むしろもっと

も適当な理解であることを主張し、他方 これを結城親朝に比定する考えに対 しては否定的見

解を述べたのである。

第二節においては、 「童蒙」=結 城親朝説のもっとも有力な論拠と考えられている、 「阿

刀本」の成立、すなわち諸本中の位置づけの問題からは じめて、 「阿刀本」中の語句表現の

ありようを吟味することによって、 「神皇正統記』は、本来、結城親朝ら東国武士を対象と

して叙述された ものでは決 してない旨を論述 した。

第三、四節においては、r神 皇正統記』やr増 鏡』などに代表される、当代の公家の手に

なる文学作品中から、 「人」「人々」「者(物)」 「輩」などの辞句の使用例を全面的に摘出し

これによって、ここに表われた親房 ら公家の身分観を明証するとともに、もって、流布本中

の 「奥書」やr職 原抄』の 「奥書」中の辞句を吟味、再解釈 して、これらは、いずれも、結
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城 親 朝 ら東 国 武 士 を対 象 と して 叙 述 され た もの で ない こ と を論 じた の で あ る。

第 三 章r神 皇 正 統 記 』 の 理 法

「神 皇 正 統 記 』 に お いて は、 な にが 、 どの よ う に叙 述 され て い るで あ ろ うか を述 べた の が

この 章 で あ る。

r神 皇 正 統 記 』 とは 、 親 房 に よ って 、 「天 地 ヒ ラケ シ初 ヨリ今 ノ世 ノ今 日二 至 マ テ 、 日嗣 ヲ

ウ ケ給 コ ト」 を、 叙 述 す べ く意 図 され て な った もの で あ る。 そ して 、 親 房 に よ れ ば 、 その 日

嗣 の 承 継 の あ りよ うは 、 「正理 ニ テ受 ケ伝 へ 」 られ 、あ る い は 「ヨ コ シマ ナ ル マ シキ理 」 に よ

って 行 わ れ た と され て い る。 さ らに、 親 房 は 、 「神 皇正 統 記』 に お いて 、そ の 「正理 ニ テ受 ケ

伝 ヘ ル イ ハ レ」 を述 べ ん こ と を志 ざ した と して い るの で あ る。 そ こで 、本 章で は、 『神 皇 正

統 記 』 に 叙 述 され て い るで あ ろ う、 日嗣 の 「正 理 ニ テ 受 ケ伝 ヘ ル イ ハ レ」 とは どの よ うな こ

とで あ るか を鮮 明 しよ う と した の で あ る。

第 一 節 にお い て は 、 まず 、「神 皇 正 統 記 』中 に叙 述 展 開 され て い る 日継 の承 継 に つ いて 、 関

係 記 事 の 一 々 にっ い て 検 討 した 。 日嗣 の 父 か ら子 へ の 承 継 、 正 系 か ら傍 系 へ承 継 、傍 系 か ら

正 系 へ の 承 継 を、 そ して 家 系 の 興 起 ・衰 亡 な ど を も含 め て 、 時 代 川頁に18項 に わ た って 具 体 的

に検 討 し、 この こ と を通 して 、 日嗣 の 承 継 を貫 ぬ く原 理 的 と も言 うべ き辞句 を摘 出 した 。 す

な わ ち 、「神 皇 正 統 記 』 に展 開 され て い る 日嗣 の 承 継 、家 系 の 興 亡 、 国 政 の 治 乱 の叙 述 を決 定

して い る辞 句 、 い わ ば キ イ ・ワー ドとは 、 「積 善 」 「有徳 」 「陰 徳 」 「余 慶」 「余 風 」 「余 香 」除

薫 」「積 不 善 」 「積 悪 」 「不徳 」 「余 瑛 」 の こ とで あ る 。r神 皇 正統 記 』 の叙 述 の 全 体 は これ ら

の 辞 句 に よ って織 りな され て い る と言 え る。 す な わ ち 、 天 皇 の ま つ た き承 継 、 治政 の 平 安 、

家 系の 興起 隆盛 な どは 「積 善 」以 下 「余薫 」 ま で の 辞句 に よ って 立 論 ・展 開 され て お り、 日

嗣 のみ だ りが わ し き承 継 、 治政 の あ や ま り、 そ して 家 系 の 中 絶 や没 落 な ど は 「積 不 善 」 「積

悪 」 「余 瑛 」な ど の 辞句 に よ って 説 明 され て い る か らで あ る。 した が って 、 日嗣 の父 か ら子 へ

の 正 しき継 体 、 そ して 、 正 系 か ら傍 系 へ の承 継 、 ま た 、 傍 系 か ら正 系 へ の承 継 、な らび に家

系 の盛 衰 興 亡 な ど の 叙述 に関 して 、「神 皇 正 統 記 』に 展 開 され て い る。 い わ ば因 果 論 理 の 運 び

は 、 こ と ご と く、 前掲 の 「積 善 」 以 下 の辞 句 に よ って織 りな され て い るの で あ る これ が 、

い わ ゆ る 「正理 ノ イ ハ レ」 で あ る こ とにな る。 筆 者 は 、序 論 に述 べた ご と き、 親 房 の 前 半生

に み られ た 学 問 的 知 識 の あ りよ う 、 と くに 「周 易』 に関 す る 広博 な知 識 の 量 の 存 す る こ と に

鑑 み、r神 皇 正 統 記 』に展 開 され て い る 「正 理 ノ イハ レ」、す な わ ち因 果 論理 の 背 景 には 、易 が

あ り、 と くに坤 卦 初 六 の ×κ辞 な らび に 文言 伝 が あ る と推察 した。 「正 理 ノ イハ レ」 とい う、

「神 皇 正 統 記 』 の 、 い わ ば理 法 は 、「変 易 」 の 理 で あ ろ う とみ た の で あ る。

第 二節 に お い て は 、 前節 に み た 「正 理 ノイ ハ レ」 の 極 度 に 具 現 さ れ た天 皇 た ちの 個 人的 実

践 管理 の あ りよ うか ら施 政 の あ りよ うま で もふ くめ て 、r神 皇 正 統 記 』の叙 述 中 の記 事 を それ
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それ整理 した。すなわち、第一には、「積善」「有徳」の天皇たちの修養と継体ならびに徳政

のありよう、そ してその系統にみられる 「余慶」の実態を摘出した。第二には 「積悪」「不闇

の天皇たちの乱政、失政のありようと、その 「余映」の具体的事実に言及 してみた。 このよ

うにして帰納される 「神皇正統記』の叙述全体にみられる儒教思想とは、そしてその君徳安

民思想 とは、とりわけr孟 子』に強い影響を受けてなされたものではないか、と結論 した。

第四章r神 皇正統記』における儒教 と仏教

r神皇正統記』にみられる思想には、神道、儒教、そして仏教などがあり、それ らが種々

に組みあわされて 「神皇正統記』が叙述 ・展開されているが、これらをひとつの意味のある

統.一あるものとして把握しようとするならば、それはきわめて容易なことではない。

本章においては、北畠親房及び 「神皇正統記』にみられる儒教や仏教についての知識の質

について検討してみようとするものである。

第一節は、親房の儒教思想のタイ トルにしたが、従来、親房の儒教は、宋学、すなわち朱

子学の影響のもとに存するとされる説が大かたの研究者に採 られた、いわば通説である。こ

の通説に対 し、親房宋学説にはまった く根拠がない、として、その既往の通説を批判 し、む

しろ親房の儒学は伝統的儒学、前宋学説であるとして立論されているのが和島芳男氏である。

本節では、学説上の問題の所在を明らかにするため、まず和島氏の宋学説批判の論点をと

りあげ、そ して、和島氏の前宋学説主張の論拠を摘出した。っいで、筆者は、和島氏の批判

がかならず しも積極的反証の用意されているものではないこと、さらに和島氏の非宋学説主

張論拠 も消極的で、決定的なものでない点を叙述 した。

筆者は、とくに、和島氏の宋学説批判の論点について、その一々について宋学説が成立す

べきことを主張して、非宋学説を批判 した。とくに親房の前半生 に参仕 した改元の儀におい

て展開 した、親房ならびに周辺の公家たちの抱懐せる儒教についての思想的傾向を足がかり

として、親房宋学説の成立すべき論拠を明示 した。

第二節のタイ トルを 「神皇正統記』における仏教とした。親房の仏教というタイ トルにし

なか ったのは、そうすれば、親房の信仰を問題にしなければならなか ったからである。親房

の信仰 ということになると、このテーマに応えるだけの材料に制約があり、如何ともしがた

い困難さがみとめられるからである。 したがって、本節では、仏教に関する親房の知識がど

の程度において、r神皇正統記』に叙述され、それらがr神 皇正統記』においてどのような意

味をもたせられているか、について述べた。

まず、『神皇正統記』のなかで、仏教に関するもっとも長文の知識を摘出するとともに、こ

れは、「神皇正統記』叙述の展開において本質的意味をもたず、たんに挿入的知識にすぎない

ことを明らかに した。すなわち、仏教は、r神 皇正統記』の叙述全体を貫ぬ く内在的論理とし
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ては決 して採用されていないことである。つぎに、r神皇正統記』には、既成の仏教各宗派に

ついて、すなわち、その成立、構成などについての詳細な記述があるが、これを、当時の教

相を述べた凝然のr八 宗綱要』や弁円のr十 宗要道記』など四種の仏教書に比較 してみると

親房の仏教はおよそ禅家流の教相を承けたものであろうと想定 した。

最後に全体的に言 って、r神皇正統記』において、仏教は必要 ・不可欠なものとしてどのよ

うに位置づけられているか、について言及 した。親房は、ここにおいて、仏教とは、政治の

ため、経世のための一環としての有用性のみを主張 し、政治論のなかに組み込まれた仏教一

般のみの必要性が主張されているとみられる。政治をはなれた仏教的知識は、r神皇正統記』

においてはたんなる挿入的部分に過ぎないものとなっているのである。

終章r神 皇正統記』 における末世観

一北畠親房の歴史意識一

北畠親房は、r神皇正統記』を、神代より当代 に至るまで、天日嗣が正理によって承継 され

ている事実 を明らかにす るため叙述したと言うが、この南北朝時代 という政治的状況の混

乱のまっただなかで、常識的には一貝不急 とも思われる、このような書物 を、なぜ叙述 した

のであろうか。北畠親房 にとって、r神皇正統記』とは一体なにかを考えるのが本章の目的で

ある。

r神皇正統記』は、日本の歴史叙述の歴史から言えば、.史論書 といわれ、つねに慈円のr愚

管抄』 とともに比較して論ぜ られている。すなわち、これらは、いずれも、たんなる年代記

ではなく、その歴史事実を一つの意味ある統一体としてとらえ、いわば日本の歴史 を論理的

に一貫 した全体像 として描きあげているからである。しかし、それらを貫流す るその思想か

ら言えば、r愚管抄』は末法思想 という仏教的ないわば下降史観によって貫ぬかれているのに

対 し、r神皇正統記』にはそれがない、あるいは末法思想はここでは克服されているというの 乙

が通説である。

本章では、まず、正像末三時思想などの末法思想の有無についてr愚 管抄』との比較にお

いて検討し、「神皇正統記』にはそのような仏教的下降的末法思想がその叙述全体を貫 く論理

としては援用されていないことを論証 した。つぎに、それでは、r神皇正統記』にいかなる意

味においても下降的論調はないか、どうかを検討 した結果、明らかにいわば下降史観の存す

ることを指摘 した。親房によると、保平の乱以降を近代 とみて、これを時代が下 り、「末世」

となり、「乱世」 とな ったとする。そして、彼によれば、「上代」は人の心も正しく、 「マツ

リゴ ト」も善政がみられた時代 としている。

結論的にこの論述結果を言えば、親房は 「上古」「上代」「昔」は善い時代であり、いわば

「聖代」であ り、時代が下 って、人の心が悪 くなり、現代は、「末世」「乱世」であり、「乱政」
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の 時代 で あ る と して い る。 したが って 親房 は 、現 実 を、 この 「末 世 」 「乱世 」 と 認識 し、この

「末 世 」「乱 世 」 を正 しい 世 にか え す こ と を志 して 、そ して 正 しい 世 に か えす こ との 方 途 と し

て 、r神 皇 正統 記 』 を叙 述 した とい うわ け で あ る。 す な わ ち 、 「乱世 」 「末世 」を正 しき にか え

す こ とに 、 ま さに応 え るで あ ろ う もの が 、 彼 に と って は 、 じつ はr神 皇正 統 記 』 の 叙 述 で あ

り、歴 史 で あ った わ け で あ る。

親房 に と って 、r神 皇 正 統 記』 の 叙 述 は 、 か の孔 子 に お け るr春 秋 』の執 筆 に み あ う もの と

の 自覚 に お い て な され た とす るの が 本 章 の 結 論 で あ る。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

神皇正統記は、著者北畠親房の死後まもな くから今日に至るまでの長い研究史を有するが

それらには南北朝正閏論、神道史観、皇国史観など、特定の政治的あるいは思想的立場から

取 り上げられたものも少な くない。本論文はそのような特定の立場から離れて、学問的に正

統記の理解を再構成 し、その存在 を再評価 しようとしたものであ って、その特色の第一は、

親房の執筆の意図、著述の対象、思想の内容などを、できるだけ事実に基づいて考察 してい

ることであり、その第二は正統記の論述の主旨および目的、その思想的特色などを、主 とし

て正統記の叙述内容そのものに即 して考察 していることである。

本論文の内容は六章から成り、その大要は次の如 くである。

まず序章 「北畠親房の前半生」では、北畠家の家柄、親房の官途、朝儀への参仕、とくに

その中の改元の儀における親房の言行について、当時の記録 ・古文書類を博捜 し、従来ほと

んど省みられなか った40歳 で出家する以前の親房の前半生の姿を可能な限り再現することに

努め、注目すべき成果をあげている。ことに五回に亘る改元の儀に際 して提出 した意見やそ

の発言内容によって、親房の学識の中で易の占める位置がきわめて大きか ったことや、その

易文の引用が周易古説や周易正義か らというよりは、むしろ程子の易伝や朱子の周易本義か

らなされたことを推定 している点などは、のちの論点とも関連 してきわめて重要である。

次に第一章 「北畠親房の周辺」では、序章に続いてさらに一そう親房の人間像を鮮明にす

る目的で、親房とほぼ同時代に朝廷に仕えていた吉田兼好を取 り上げ、境遇と性向を異 にす

るきわめて対照的な両者の比較を試みている。 ここでは兼好の徒然草の中でも成立年代が早

いとされている前半部分の思想傾向が、正統記のそれ と共通する面を有するのに対 して、後

半部分にみられる遁世者としての兼好の独自の価値観が、政治的人間としての親房のそれと

際立った対照をな していることの具体的な指摘が とくに注目される。

次に第二章 「神皇正統記の著作対象」では、親房が本来だれに読ませようとして正統記を
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書いたかという著作対象の問題 を詳 しく論じており、この部分が本論文の一つの中心 をな し

ている。 これは白山本をはじめとする流布本系統の諸本の奥書に、初稿本は延元4年(1339)

に 「或る童蒙」に示さんがために東国で執筆 した とあるその 「童蒙」がだれを指すか という

問題であるが、以前にはこれを後村上天皇とする説が有力だったのに対 して、戦後これを東

国武士一般あるいはその中のとくに結城親朝を指すとする説が現われて、それが とくに中世

史家の間では支配的となりっっある。これに対 して本論では、童蒙の語はもとは周易の蒙卦

の部分にみえる語であ って、易伝や周易本義の注釈ではこれを幼柔の君主 としているから、

周易に詳 しかった親房が、この語によって後村上天皇を指 したとみるのはけっして不自然で

はないこと、またその奥書では対象を 「披見之人」とも表現 しているが、親房は 「人」の語

を公家 ・僧侶 ・知識人に、「者」を武士以下に用い、その間の区別が確然としているか ら、 こ

れ も東国武士 とはみがたいことを詳論 し、新 しい論拠によ って後村上天皇説を主張 している。

次に第三章 「神皇正統記の理法」では、親房が正統記の中で主として何について述べ、そ

れによって何を説こうとしたかという論述の主旨の問題について詳 しく考察 しており、この

部分もまた本論文の一っの中心 をな している。すなわちその論述の主旨については、正統記

の全巻の内容が もっぱら国初以来の皇位の継承の歴史的経過を辿り、それによって皇統が皇

祖神の意志に基き正理に従 って継承されてきたことを主張 した ものであることは、古 くか ら

一般に認められてきていることであるが、しかしその理解は必ず しも精確ではな く、南北朝

正閏論その他の立場から、それぞれの立場に引き寄せた理解が行われてきた。本論文では、

それ らの立場から離れて親房のいう正理の構造を詳細に分析 し、皇統は父子の継承が原則で

あるが、不善 ・不徳の天皇の場合には一時的に傍系に継承されることもあることを親房は力

説 しているけれども、そのような内容の正理というものを構想 した思想的根拠には、周易の

変易の理があったと考えられること、およびその場合の善 ・不善 ・徳 ・不徳の判定の基準は

基本的には儒教の君徳安民思想、とりわけ孟子の説 くそれであ ったとみ られることを結論 と

している。

次に第四章 「神皇正統記における儒教 と仏教」では、親房および正統記にみられる儒教思

想と仏教思想の特質あるいは系統について検討しており、次の終章とともに、前章で扱 った

理法の理解をさらに正確にするための考察 となっている。その中の儒教については、親房の

儒学を宋学以前の伝統的儒学 とした和島芳男氏の説を一々反論 した上で、序章における改元

の儀の考察の結果を積極的根拠 として宋学説を再確認 している。また仏教については、正統

記の叙述の中にみえる仏教思想のあり方 を主 として考察 し、親房の仏教は大たいにおいて禅

家流の教相を承けたものとみられるが、正統記の中では仏教は有徳の政治の要件の一つとし

て言及されているだけで、僧慈円の愚管抄の場合のように、史論構成の思想的根拠とはな っ
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ていないことを論じている。

また終章 「神皇正統記における末世観」では、正統記の叙述を通 じて知 られる親房の歴史

意識を全体として捉え、それに基づいて執筆の意図を考えようとしており、それが同時に正

統記という書物の根本的性格についての結論的な見解ともな っている。すなわち、愚管抄が

末法思想 という仏教的下降史観に貫かれていたのに対 して、正統記はそれに捉われていない

というのが従来の通説であるが、ここではさらに進んで、それにもかかわ らず正統記は、上

古 ・上代には人の心が正 しく善政が行われ、時代が降るに従 って末世 ・乱世になったという

下降史観の上に明らかに立っていることを指摘 して、その内容を詳 しく検討 している。また

親房の執筆の意図は、根本的にはその末世 ・乱世を正 しい世に返えす ことにあ ったのであ り

それは孔子における春秋の執筆になぞ らえることができるとしている。

以上の如 く本論文は、戦後ことさらに等閑視されてきた神皇正統記を再び取り.上げ、その

執筆の意図、論述の主旨、そこにみられる思想の特色などに関する主要な問題点を詳 しく考

察 して、その根本的性格を明らかにしようとした ものである。ただ、その考察が必ず しも十

分とはいえない点がないわけではない。ただ、その考察が必ず しも十分とはいえない点がな

いわけではない。例えば著作対象の問題にっいての見解はほぼ妥当であるとしても、この問

題については、論述の主 旨がどこにあ ったかという点か らこれを考察する余地も残されてお

り、また神道思想にっいては、必要に応 じて各所に言及はしているけれども、やはりまとま

った考察があってもよか ったのではないかと思われる。 しか しながら、全体に亘り常に実証

的な研究方法の下に着実な議論を展開 している点は、本論文の長所であ り、個々の点におい

ても、改元の儀の史料から知られる親房の周易とくに宋学の易説の素養、親房の儒教思想に

みられる孟子の影響などの指摘をは じめとして、注目すべき所論が多々あ り、またそれ らの

所論を踏えて到達 した諸結論も概ね妥当であ って、その成果は学界に寄与するところが少な

くないといってよい。

以上の理由によって、本論文の提出者は文学博士の学位を授与 されるに十分な資格を有す

るものと認められる。
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